
（７） 平成２８年（２０１６年）１月３０日No.199 町田市議会だより

平
成　

年
度　
　

２７

　

月
補
正
予
算
の

１２
　
　
　

あ
ら
ま
し

　

議
員　

「
空
家
等
」
と
「
特
定

空
家
等
」
の
各
定
義
は
何
か
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

「
空
家
等
」

で
す
が
、
「
建
築
物
又
は
こ
れ
に

附
属
す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
居
住

そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
も
の
及
び

そ
の
敷
地
」
で
す
。
ま
た
、
こ
れ

ら
に
「
立
木
そ
の
他
の
土
地
に
定

着
す
る
物
を
含
む
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
次
に
「
特
定
空
家
等
」
で

す
が
、
空
き
家
等
の
う
ち
「
そ
の

ま
ま
放
置
す
れ
ば
倒
壊
等
著
し
く

保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
状
態
又
は
著
し
く
衛
生
上
有
害

と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
、
適

切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
よ
り
著
し
く
景
観
を
損
な
っ

て
い
る
状
態
そ
の
他
周
辺
の
生
活

環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置

す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態

に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
空
家
等
」

で
す
。

　

議
員　

「
空
家
等
」
に
つ
い
て
、

常
態
化
し
て
い
る
と
い
う
定
義
が

あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
期
間
、
あ

る
い
は
状
態
を
指
す
の
か
。
同
時

に
、
「
特
定
空
家
等
」
に
関
し
て
、

著
し
く
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

常
態
化
の

期
間
は
国
が
示
し
た
基
本
指
針
に

よ
る
と
、
年
間
を
通
し
て
建
築
物

の
使
用
実
績
が
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
定
空
き
家
に
つ
い

て
も
国
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他 

条
例
・
そ
の
他 

ま
す
。
常
態
の
例
と
し
て
は
、
適

切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
結

果
、
既
存
の
景
観
に
関
す
る
ル
ー

ル
に
著
し
く
適
合
し
な
い
状
態
と

し
、
そ
の
事
例
と
し
て
景
観
法
に

基
づ
き
景
観
計
画
を
策
定
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
景
観
計

画
に
定
め
る
建
築
物
ま
た
は
工
作

物
の
形
態
、
囲
障
等
の
制
限
に
著

し
く
適
合
し
な
い
状
態
と
な
っ
て

い
る
、
あ
る
い
は
地
域
で
定
め
ら

れ
た
景
観
保
全
に
係
る
ル
ー
ル
に

著
し
く
適
合
し
な
い
状
態
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
著
し
く
不

調
和
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
屋

根
と
か
外
壁
が
汚
物
や
落
書
き
等

で
外
見
上
大
き
く
傷
ん
だ
り
、
汚

れ
た
ま
ま
の
状
態
で
放
置
さ
れ
て

い
る
。
多
数
の
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ

た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
看
板

が
原
形
を
と
ど
め
ず
、
本
来
の
用

を
な
さ
な
い
状
態
ま
で
破
損
し
た

ま
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
る
。
立
木

等
が
建
築
物
の
全
面
を
覆
う
程
度

ま
で
繁
茂
し
て
い
る
。
敷
地
内
に

ご
み
等
が
散
乱
、
山
積
さ
れ
た
ま

ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
事
例
と
し
て
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
ほ
か
に
も
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

第　

号　

町
田
市
空
家
等
の

９６
発
生
の
予
防
、
適
切
な
管
理

及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る

条
例　

組
み
を
促
進
す
る
た
め
に
、
東
京

都
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
補

助
金
を
創
設
し
ま
し
た
の
で
、
こ

の
補
助
金
を
活
用
し
て
実
施
す
る

も
の
で
す
。
保
育
サ
ー
ビ
ス
推
進

事
業
補
助
金
で
す
が
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
保
育
の
質
向
上
を
含

め
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
新
た
に
認
可

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
家
庭

的
保
育
者
が
保
育
サ
ー
ビ
ス
推
進

事
業
と
し
て
実
施
す
る
特
別
保
育

事
業
や
地
域
子
育
て
支
援
の
取
り

組
み
、
第
三
者
評
価
の
受
審
に
要

す
る
費
用
を
補
助
す
る
事
業
に
要

す
る
経
費
を
市
が
補
助
す
る
も
の

で
す
。
保
育
力
強
化
事
業
補
助
金

で
す
が
、
認
可
外
施
設
で
あ
る
認

証
保
育
所
に
対
す
る
も
の
で
す
。

認
証
保
育
所
が
行
う
特
別
保
育
事

業
や
第
三
者
評
価
の
受
審
、
そ
の

他
育
児
講
座
や
健
康
増
進
支
援
と

い
っ
た
認
証
保
育
所
が
独
自
に
行

う
取
り
組
み
に
要
す
る
経
費
な
ど

が
対
象
と
な
り
、
市
内
の
６
つ
の

園
に
対
す
る
補
助
金
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

万
円
と
し
ま
し
た
。
歳
入
の
う
ち

主
な
も
の
は
、
地
方
特
例
交
付
金

―
△
１
億
１
１
２
１
万
６
千
円
、

国
庫
支
出
金
―
４
億
５
０
１
８
万

４
千
円
、
都
支
出
金
―
２
億
１
２

８
５
万
３
千
円
、
市
債
―
２
億
２

１
６
０
万
円
で
す
。
歳
出
の
主
な

も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

【
総
務
費
】　
　
　
　
　
　
　

　

納
税
管
理
費
の
市
税
過
誤
納
還

付
金
―
３
２
７
３
万
５
千
円
。

　

【
民
生
費
】　
　
　
　
　
　

　

保
育
・
幼
稚
園
費
の
児
童
保
育

委
託
料
―
８
億
６
１
１
８
万
６
千

円
、
子
育
て
推
進
費
の
認
定
子
ど

も
園
整
備
費
補
助
金
―
△
１
億
４

９
８
５
万
１
千
円
。

　

【
土
木
費
】　
　
　
　
　
　

　

公
園
緑
地
費
の
公
園
施
設
撤
去

工
事
費
―
９
９
２
万
円
。

　

平
成　

年
度　

月
補
正
予
算
額

２７

１２

は
一
般
会
計
の
歳
入
・
歳
出
を
そ

れ
ぞ
れ
８
億
２
１
１
１
万
５
千
円

増
額
し
、
１
４
８
３
億
３
３
８
３

平成２７年度（２０１５年度）１２月補正会計別予算構成表
�������

������������ ���
���

���
���

�����������������������������������������

�����������������������������
������
� � � �

��

��

��

�

������������	�������������	
� � �
� � � �

�����������������������������
� � � �
� � � �

�������������������������
�����
������

���������������������������������

���������������������������� � �

�������������������������� � �

������������������������������������

���������������	����������������������������

　１２月定例会を傍聴された方に対し、アンケートを実施しました。ご協

力いただき誠にありがとうございました。　　　　　　傍聴者数：３３６名
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○初めて親子傍聴席を利用しましたが、議員さんの目線で議会風景が見られ新鮮で
した。今回は市民病院、小児科医不足について、幼児教育について傍聴できたの
で良かったです。傍聴している最中、他の方が親子のスペースに珍しそうに入っ
てこられたので驚きました。ベビーベッドも活用でき快適でした。音声も聞きや
すく明るさもちょうど良かったです。

○「議案の内容」など傍聴者にわかりやすい形での資料が揃っており、案件や進行
が理解しやすいです。

○教育、福祉、保育への関心を高めるきっかけになりました。次回も機会があれば
傍聴したいです。

○座席表の配布はありがたいです。市役所側は実名もあると良いと思います。市役所
に女性部長ゼロが残念でした。女性視点を取り込むため女性登用をお願いします。

○議会を初めて傍聴し、どのように町田市の市政が決まっているのかを再認識する
ことが出来ました。質問が簡潔で、傍聴していて理解しやすかった。質問が理解
しやすかったため、回答も簡潔で、どのような事業なのか知らない人が初めて聞
いても、大体の事業について理解が出来ました。

○町田市や市民のために様々な方面から物事を考え、より住みやすい市になるため
の提案をされていることがよくわかりました。バスの車内広告にも議会について
のポスターが掲示されており、市民にも傍聴しやすい環境になっていることを感
じました。“市民とともに”歩みよっていく議会はよりよい町づくりには欠かす
ことのできないものであることを感じました。
○初めて傍聴し、ネット中継ではない緊張感を感じました。
○学校給食についての一般質問のとき、会話、あいさつを重視し、また、弁当を作
ることが難しいので、今後も給食を継続して欲しいという意見を反映し、安心、安
全を考慮した給食を提供しようとしている取り組みがよく分かりよかったです。
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町
田
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
国
民
健

第　

号　

町
田
市
国
民
健
康

９４
保
険
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例　

　

議
員　

保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
補
助
金
等
事
業
の
具
体
的
な

施
策
内
容
と
額
の
増
減
の
理
由
は

何
か
。

　

子
ど
も
生
活
部
長　

保
育
士
等

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
補
助
金
等
事
業

で
す
が
、
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
補
助
金
と
保
育
サ
ー
ビ
ス
推

進
事
業
補
助
金
、
保
育
力
強
化
事

業
補
助
金
の
３
つ
の
事
業
で
構
成

し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
新
規
事
業

で
す
。
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
補
助
金
で
す
が
、
都
が
職
員
の

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
向
け
た
取
り

予
　
　
算

予
　
　
算 

予
　
　
算 

保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

補
助
金
等
事
業　

可
決
し
た
主
な 

議
案
の
内
容 

可
決
し
た
主
な 

議
案
の
内
容 

第　

号　

町
田
市
非
常
勤
の

９０
特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
定
空
家
等
対
策
審
議
会
及
び

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
設

置
に
伴
い
、
委
員
の
報
酬
額
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

康
保
険
税
の
保
険
税
率
等
の
改
定

そ
の
他
関
連
す
る
規
定
を
整
備
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

第　

号　

町
田
市
空
家
等
の

９６
発
生
の
予
防
、
適
切
な
管
理

及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る

条
例

　

空
家
等
に
関
す
る
対
策
の
基
本

理
念
、
町
田
市
、
市
民
、
空
家
等

の
所
有
者
又
は
管
理
者
及
び
事
業

者
の
責
務
、
町
田
市
特
定
空
家
等

対
策
審
議
会
の
設
置
及
び
運
営
等

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

た
め
、
制
定
す
る
も
の
で
す
。

第　

号　

町
田
市
子
ど
も
セ

９５
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例　
　
　

　

町
田
地
区
に
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

を
設
置
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

第
１
０
１
号　

市
有
財
産
の

無
償
譲
渡
に
つ
い
て　

　

市
有
財
産
で
あ
る
「
旧
本
町
田

西
小
学
校
・
旧
本
町
田
中
学
校
」

の
校
舎
等
を
学
校
法
人
桜
美
林
学

園
へ
無
償
で
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

第
１
０
２
号　

損
害
賠
償
の

額
の
決
定
に
つ
い
て　

　

手
術
に
よ
る
後
遺
障
害
の
発
生

に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
決
定
す

る
も
の
で
す
。
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